
条

例 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
号 

 
 

 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

目
次 

 

第
一
章 

関
係
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条―

第
九
条
） 

 

第
二
章 

経
過
措
置 

 
 

第
一
節 

通
則
（
第
十
条
・
第
十
一
条
） 

 
 

第
二
節 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
伴
う
経

過
措
置
（
第
十
二
条―

第
十
四
条
） 

 
 

第
三
節 

そ
の
他
（
第
十
五
条
） 

 

附
則 

 
 

 

第
一
章 

関
係
条
例
の
一
部
改
正 

 

（
埼
玉
県
吏
員
恩
給
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
吏
員
恩
給
条
例
（
昭
和
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
懲
役
若
ハ
禁
錮
ノ
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
第
五
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
ノ
二
中
「
懲
役
又
ハ
禁
錮
ノ
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

 

前
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項

ノ
公
訴
ノ
提
起
ガ
サ
レ
タ
ル
場
合
及
同
法
第
二
十
七
条
の
七
第
二
項
ノ
公
訴
ノ
提
起
ガ
サ
レ

タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
退
隠
料
及
増
加
退
隠
料
ノ
停
止
ニ
付
テ
ハ
恩
給
法
第
五
十
八
条
ノ
二
ノ

規
定
ニ
依
ル
普
通
恩
給
及
増
加
恩
給
ノ
例
ニ
依
ル 

 
 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
懲
役
又
ハ
禁
錮
ノ
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

前
二
項
ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
刑
法
第
二
十
七
条
第
二
項
ノ
公
訴
ノ
提
起
ガ
サ
レ
タ
ル
場
合

及
同
法
第
二
十
七
条
の
七
第
二
項
ノ
公
訴
ノ
提
起
ガ
サ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
扶
助
料
ノ
停

止
ニ
付
テ
ハ
恩
給
法
第
七
十
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
扶
助
料
（
同
条
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル

場
合
ヲ
含
ム
）
ノ
例
ニ
依
ル 



 
 

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
禁
錮
以
上
」
を
「
拘
禁
刑
以
上
」
に
、
「
懲
役
又
ハ
禁
錮
ノ
刑
」

を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
七
条
」

を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

一 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

八
号
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
四
条
第
五
項
第
二
号 

 

二 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第

十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
六
条
第
四
項
第
二
号 

 

（
集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
中
「
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

一 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
第
十
九
条
の
二

第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号 

 

二 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
二

条
の
三
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号 

 

三 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
第
十
六
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第

十
八
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
条
第
四
項 

 

四 

埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年

埼
玉
県
条
例
第
六
十
号
）
第
六
条
第
一
号
ロ 

 

（
埼
玉
県
立
自
然
公
園
条
例
等
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

一 

埼
玉
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）
第
三
十
五
条
及
び

第
三
十
六
条 

 

二 

埼
玉
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号
）
第
十
二
条
並



び
に
第
十
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項 

 

三 

埼
玉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）
第
二
十
九
条
及
び

第
三
十
条 

 

四 
埼
玉
県
土
採
取
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
第
十
九
条
第
一
項 

 

五 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
二
十
八
条 

 

六 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
二
十
八

条
か
ら
第
二
十
八
条
の
三
ま
で 

 

七 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
（
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
四
号
）
第

十
九
条 

 

八 

拡
声
機
の
使
用
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十

二
号
）
第
十
条
第
一
項 

 

九 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
第

二
十
一
条 

 

十 

埼
玉
県
希
少
野
生
動
植
物
の
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
十

一
号
）
第
四
十
条
及
び
第
四
十
一
条 

 

十
一 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
四
十
一
条 

 

十
二 

埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
四
号
）
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で 

 

十
三 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
八
号
）

第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条 

 

十
四 

埼
玉
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
九
条 

 

十
五 

埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第

二
十
号
）
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条 

 

十
六 

埼
玉
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
号
）
第
十
四
条
第
一
項
、

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条 

 

十
七 

埼
玉
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
九
号
）
第
三
十
二
条

第
一
項
及
び
第
三
十
三
条 

 

十
八 

埼
玉
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で 

 

十
九 

埼
玉
県
行
政
不
服
審
査
会
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
七
条 

 

二
十 

埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条 

 

二
十
一 

埼
玉
県
ヤ
ー
ド
に
お
け
る
自
動
車
等
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
令

和
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
十
四
条 



 

二
十
二 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）

第
二
十
四
条
並
び
に
附
則
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
条
第
二
項 

 
（
埼
玉
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 
埼
玉
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
二
号
中
「
懲
役
又
は
禁
錮こ

の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
五
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
百
二
十
六
条
第
一
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
禁
錮
」
を

「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
百
二
十
七
条
及
び
第
百
二
十
八
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

埼
玉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
埼
玉
県
条
例

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

第
二
章 

経
過
措
置 

 
 

 
 

第
一
節 

通
則 

 

（
罰
則
の
適
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
条 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
、
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罰
則
に
定
め
る

刑
に
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と

い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
懲
役
」
と
い
う
。
）
（
有

期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮

（
以
下
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
（
有
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
拘
留
」
と
い

う
。
）
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
う
ち
懲
役
又
は
禁
錮
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
刑
と
長
期
及

び
短
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
と
、
旧
拘
留
は
長
期
及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る
拘
留
と
す

る
。 



 

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
一
条 

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の

条
例
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
無
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ

ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は

刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

 
 

 
 

第
二
節 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
伴

う
経
過
措
置 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
二
条 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て

い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
第
三
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
条
例
第
十
九
条
の
四
第
五
項
及
び
第
二
十
一
条
第
七
項
（
学
校
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起

訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。 

 

（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
三
条 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て

い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
第
十
二
条
の
四
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
第
三

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
条
例
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た

者
と
み
な
す
。 

 

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
四
条 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て

い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
二
十
条
第
四
項
並
び
に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
十
条
第
三
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み

な
す
。 

 
 

 
 

第
三
節 

そ
の
他 

 

（
経
過
措
置
の
規
則
へ
の
委
任
） 

第
十
五
条 

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、



規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


